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医
療
財
政
が
抱
え
る
２
つ
の
課
題

　

公
的
医
療
保
険
は
、国
民
生
活
の
安
定
と
福
祉

の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
、必
要
か
つ
適
切
な
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
カ
バ
ー
し
つ
つ
、重
大
な
疾
病
の

医
療
費（
薬
剤
費
を
含
む
）負
担
等
に
対
す
る
リ
ス

ク
分
散
を
図
る
も
の
で
、資
源
配
分
機
能
と
い
っ

た
財
政
の
一
部
を
担
う
重
要
な
機
能
で
あ
る
。新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、日
本

や
世
界
に
お
い
て
、創
薬
と
し
て
の
ワ
ク
チ
ン
開

発
や
医
療
基
盤
の
重
要
性
を
改
め
て
認
識
さ
せ

た
。し
か
し
な
が
ら
、日
本
の
公
的
債
務
残
高（
対

G
D
P
）は
2
0
0
％
超
で
累
増
が
続
い
て
お
り
、

日
本
の
財
政
状
況
は
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て

い
る
。例
え
ば
、国
の
2
0
2
0
年
度
予
算（
当
初
）

の
編
成
で
は
、社
会
保
障
関
係
費
が
過
去
最
大
の

35
・
8
兆
円
に
達
し
た
が
、国
と
地
方
の
公
費
や
保

険
料
で
賄
う
社
会
保
障
給
付
費
も
1
2
0
兆
円

超（
年
金
が
約
60
兆
円
、医
療
が
約
40
兆
円
、介
護

が
約
10
兆
円
な
ど
）に
膨
ら
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、い
ま
医
療
財
政
は
2

つ
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。1
つ
は「
公
的
医
療
保

険
財
政
の
持
続
可
能
性
を
い
か
に
高
め
る
か
」と

い
う
課
題
で
あ
り
、も
う
1
つ
は「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
危
機
に
い
か
に
対

応
す
る
か
」と
い
う
課
題
で
あ
る
。以
下
、順
番
に

説
明
し
よ
う
。

　

ま
ず
、1
つ
目
の
課
題
で
あ
る「
公
的
医
療
保

険
財
政
の
持
続
可
能
性
」へ
の
対
応
だ
が
、低
成

長
で
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
が
本
格
化
す
る
中
、

い
ま
政
治
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
持
続
可
能

な
社
会
保
障
の
再
構
築
で
あ
る
。

　

こ
の
課
題
は
コ
ロ
ナ
危
機
が
収
束
し
て
も

存
在
す
る
課
題
で
あ
り
、
政
府
が
改
革
議
論
の

ベ
ー
ス
に
位
置
付
け
る
の
は
、18
年
5
月
公
表
の

「
2
0
4
0
年
を
見
据
え
た
社
会
保
障
の
将
来
見

通
し（
議
論
の
素
材
）」だ
。し
か
し
、団
塊
の
世
代

が
75
歳
以
上
と
な
る
2
0
2
5
年
問
題
も
あ
り
、

不
確
実
性
が
高
い
2
0
4
0
年
の
推
計
を
前
提

に
議
論
を
進
め
る
の
は
一
定
の
リ
ス
ク
を
伴
う
。

　

こ
の
見
通
し
で
は
、高
成
長
と
低
成
長
の
2
ケ
ー

ス
で
、社
会
保
障
給
付
費
を
推
計
し
て
い
る
。こ
の

う
ち
低
成
長
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス
で
は
、直

近（
18
年
度
）で
1
2
1
・
3
兆
円（
対
G
D
P
比

21
・
5
％
）の
社
会
保
障
給
付
費
が
、25
年
度
で
約

1
4
0
兆
円（
対
G
D
P
比
21
・
8
％
）、40
年
度

で
約
1
9
0
兆
円（
対
G
D
P
比
24
％
）と
な
る

見
通
し
だ
。40
年
度
ま
で
に
対
G
D
P
比
で
2
・

5
％
ポ
イ
ン
ト（
＝
24
％

−

21
・
5
％
）伸
び
る
。

　

消
費
税
率
1
％
の
引
き
上
げ
で
対
G
D
P
比

約
0
・
5
％
の
税
収
増
と
な
る
た
め
、も
し
給
付
費

（
対
G
D
P
）が
18
年
度
か
ら
40
年
度
で
2
・
5
％

ポ
イ
ン
ト
も
増
加
す
る
と
、現
在
の
財
政
赤
字
圧

縮
分
を
除
い
て
も
、消
費
税
率
換
算
で
約
5
％
分

の
増
税
に
相
当
す
る
財
源
が
必
要
と
な
る
。す
な

わ
ち
、社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
に
は
、40
年
度
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に
向
け
て
、消
費
税
率
を
15
％
に
引
き
上
げ
る
努

力
が
求
め
ら
れ
る
。

　

た
だ
、19
年
7
月
の
参
院
選
に
先
立
つ
記
者
会

見
で
、安
倍
首
相
は「（
消
費
税
率
の
さ
ら
な
る
引

き
上
げ
に
つ
い
て
）今
後
10
年
間
く
ら
い
は
必
要

な
い
」と
言
及
し
て
い
る
。ま
た
、今
回
の
コ
ロ
ナ

危
機
で
経
済
は
疲
弊
し
て
お
り
、こ
の
意
味
で
も

当
分
の
間
は
増
税
の
議
論
を
行
う
の
は
難
し
い
。

　

そ
の
た
め
、こ
れ
か
ら
数
年
間
は
追
加
増
税
の

議
論
が
政
治
的
に
停
滞
す
る
リ
ス
ク
も
あ
り
、当

分
の
間
、財
政
再
建
で
重
要
な
論
点
と
な
る
の
は
、

成
長
戦
略
と
社
会
保
障
を
中
心
と
し
た
歳
出
改

革
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

　

こ
の
問
題
に
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
対
処
す
れ
ば

よ
い
か
。当
然
な
が
ら
政
府
で
も
検
討
を
進
め
て

お
り
、例
え
ば
、18
年
6
月
に
閣
議
決
定
し
た
骨

太
方
針（
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針

2
0
1
8
）で
は
、団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
に

な
る「
直
前
の
3
年
間（
19
〜
21
年
度
）」を「
基
盤

強
化
期
間
」と
定
め
、20
年
の
骨
太
方
針
で
給
付
と

負
担
の
あ
り
方
を
含
め
、社
会
保
障
の
総
合
的
か

つ
重
点
的
に
取
り
組
む
政
策
を
取
り
ま
と
め
る

こ
と
と
し
た
。

　

具
体
的
な
検
討
項
目
は
、骨
太
方
針
を
受
け
て

策
定
さ
れ
た
経
済
・
財
政
再
生
計
画
改
革
工
程
表

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。例
え
ば
、医
療
で
は
、①
外

来
受
診
時
の
定
額
負
担
の
導
入
、②
後
期
高
齢
者

等
の
窓
口
負
担
の
見
直
し
、③
保
険
給
付
率
と
患

者
負
担
率
の
バ
ラ
ン
ス
の
定
期
的
な
見
え
る
化

な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
③
は
、財
務
省
の
財
政
制
度
等
審
議

会
に
お
い
て
給
付
率
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

し
て
提
案
さ
れ
た
が
、与
党
や
医
療
関
係
団
体
の

反
対
で
内
容
が
後
退
し
た
経
緯
が
あ
る
。こ
の
関

係
で
、筆
者
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度（
75
歳
以

上
が
加
入
）の
診
療
報
酬
に
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ

ム（
い
わ
ゆ
る「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」）

を
導
入
す
る
措
置
を
以
前
か
ら
提
案
し
て
い
る
。

同
制
度
の
財
源（
給
付
費
）の
う
ち
9
割
は
現
役

世
代
の
保
険
料
か
ら
の
後
期
高
齢
者
支
援
金（
以

下
、支
援
金
）と
公
費
で
賄
わ
れ
、残
り
の
1
割
が

75
歳
以
上
の
保
険
料
で
賄
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、

賦
課
方
式
で
あ
る
年
金
と
似
た
財
政
構
造
を
持

つ
た
め
で
あ
る
。

　

周
知
の
と
お
り
、日
本
の
公
的
医
療
保
険
制
度

は
、3
タ
イ
プ
の
医
療
保
険
か
ら
な
る
。す
な
わ
ち
、

「
職
域
に
基
づ
く
被
用
者
保
険
」「
居
住
地
に
基
づ

く
地
域
保
険
」「
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
を
対
象

と
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」の
3
タ
イ
プ
で

あ
る
が
、全
て
の
国
民
は
い
ず
れ
か
の
医
療
保
険

へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
う
ち
、「
被
用
者
保
険
」は
、大
企
業
等
の
労

働
者
が
対
象
の「
組
合
健
保
」（
組
合
管
掌
健
康
保

険
）、中
小
企
業
等
の
労
働
者
が
対
象
の「
協
会
け

ん
ぽ
」（
協
会
管
掌
健
康
保
険
）、公
務
員
等
が
対
象

の「
共
済
組
合
」な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

ま
た
、「
地
域
保
険
」で
あ
る「
国
民
健
康
保
険
」

（
国
保
）は
、都
道
府
県
や
市
町
村
を
保
険
者
と
し

て
お
り
、自
営
業
者
や
退
職
者
、非
正
規
雇
用
の
労

働
者
な
ど
を
対
象
と
し
、被
用
者
保
険
に
加
入
し

て
い
な
い
75
歳
未
満
の
者
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」は
、75
歳
以

上
の
高
齢
者
を
別
建
て
に
し
て
08
年
に
発
足
し

た
制
度
で
あ
り
、都
道
府
県
単
位（
全
て
の
市
町
村

が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
主
体
）

で
運
営
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、制
度
間
の
財
政
力
格
差
に
対
応
す
る
観

点
か
ら
、複
雑
な
財
政
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。例

え
ば
、65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
前
期
高
齢
者
は
そ

の
大
部
分
が
国
保
に
加
入
し
て
お
り
、高
齢
者
の

偏
在
で
発
生
す
る
財
政
的
格
差
を
是
正
す
る
観

点
か
ら「
前
期
高
齢
者
納
付
金
・
交
付
金
」と
い
う

財
政
調
整
の
仕
組
み
が
あ
る
。

　

制
度
の
分
立
は
歴
史
的
な
要
因
が
大
き
い
が
、

制
度
間
で
保
険
加
入
者
の
年
齢
や
医
療
費
、平
均

所
得
な
ど
が
大
き
く
異
な
る
。特
に
、国
保
の
加
入

者
に
は
所
得
水
準
の
低
い
者
や
平
均
年
齢
が
高

い
た
め
に
疾
病
リ
ス
ク
が
高
い
者
が
多
い
と
い

う
事
情
も
あ
り
、保
険
料
収
入
が
十
分
に
確
保
で

き
な
い
傾
向
が
あ
る
一
方
で
、医
療
給
付
の
水
準

が
高
く
、保
険
財
政
の
運
営
が
厳
し
い
ケ
ー
ス
が
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多
い（
赤
字
は
法
定
外
繰
入
で
補
填
）。こ
の
た
め
、

18
年
度
か
ら
、国
保
の
財
政
運
営
の
責
任
主
体
が

市
町
村
か
ら
都
道
府
県
に
な
り
、都
道
府
県
と
市

町
村
が
そ
の
保
険
者
と
な
っ
て
制
度
の
安
定
化

を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、各
制
度（
被
用
者
保
険
・
国
保
・
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
）の
財
政
は
患
者
の
自
己
負
担
の
ほ

か
、保
険
料
、公
費（
租
税
や
公
債
発
行
）、制
度
間

の
財
政
調
整
で
賄
わ
れ
て
い
る
が
、後
期
高
齢
者

医
療
制
度
へ
の
支
援
金
や
、財
政
調
整
に
伴
う
財

源（
の
一
部
）に
つ
い
て
は
、健
保
組
合
や
共
済
組

合
な
ど
の
保
険
料
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、支
援
金
は
、制
度
の
発
足
当
初
、被
用
者

保
険
と
国
保
の
所
得
捕
捉
率
の
違
い
な
ど
の
問

題
が
あ
り
、「
加
入
者
割
」（
各
保
険
者
の
0
〜
74
歳

の
加
入
者
数
で
按
分
す
る
ル
ー
ル
）で
あ
っ
た
が
、

負
担
能
力
を
勘
案
し
、10
年
度
か
ら
段
階
的
に「
総

報
酬
割
」（
国
保
と
被
用
者
保
険
の
間
で
は
加
入
者

割
、被
用
者
保
険
の
間
で
は
各
保
険
者
の
総
報
酬

額
で
案
分
す
る
ル
ー
ル
）へ
改
め
ら
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
財

源（
給
付
費
）の
う
ち
9
割
は
現
役
世
代
の
保
険
料

か
ら
の
支
援
金
と
公
費
で
賄
わ
れ
て
お
り
、賦
課

方
式
で
あ
る
年
金
と
似
た
財
政
構
造
を
有
す
る
こ

と
か
ら
、筆
者
が
提
案
す
る「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
」は
、04
年
の
年
金
改
革
で
導
入
し
た「
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

診
療
報
酬
は
、原
則
的
に
実
施
し
た
医
療
行
為

ご
と
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
診
療
報
酬
項
目
に
対
応
す

る
点
数
が
全
て
加
算
さ
れ
、1
点
の
単
価
を
10
円

で
計
算
し
て
報
酬
が
医
療
機
関
等
に
支
払
わ
れ
る
。　

一
般
的
に
、診
療
報
酬
は
年
齢
に
か
か
わ
ら
ず
定

め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、一
部
は
年

齢
で
異
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。そ
の
事
例
が
、後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
08
年
発
足
時
に
お
い
て
、75

歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
に
限
っ
て
新
設
さ
れ
た
診

療
報
酬
項
目
で
、後
期
高
齢
者
特
定
入
院
基
本
料

（
75
歳
以
上
の
患
者
が
90
日
を
超
え
て
入
院
す
る

と
、一
定
の
場
合
を
除
き
、医
療
機
関
へ
の
診
療
報

酬
が
減
額
と
な
る
仕
組
み
）、後
期
高
齢
者
診
療
料

や
後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
診
療
報
酬
項
目
の
一
部
は
、そ
の
後

の
診
療
報
酬
の
改
定
に
お
い
て
廃
止
や
改
正
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、上
記
の
事
例
は
、75
歳
以
上
と

75
歳
未
満
の
診
療
報
酬
体
系
を
異
な
る
仕
組
み

で
構
築
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
の
た
め
、公
的
年
金
の
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ

ド
と
同
様
、例
え
ば
、現
役
世
代
の
人
口
減
や
平
均

余
命
の
伸
び
等
を
勘
案
し
た
調
整
率
を
定
め
て
、

そ
の
分
だ
け
、全
体
の
総
額
の
伸
び
を
抑
制
す
る

こ
と
に
し
て
は
ど
う
か
。こ
の
調
整
の
た
め
に
最

も
管
理
し
や
す
い
方
法
は
、75
歳
以
上
の
診
療
報

酬
に
お
い
て
、あ
る
診
療
行
為
を
行
っ
た
場
合
に

前
年
度
Z
点
と
定
め
て
い
る
全
て
の
診
療
報
酬

項
目
の
点
数
を
、今
年
度
で
は「
Z
×（
1

−

調
整

率
）点
」と
改
定
す
る
こ
と
で
あ
る（
図
表
1
）。自

己
負
担
は
診
療
報
酬
に
比
例
す
る
た
め
、診
療
報

酬
を
抑
制
し
て
も
75
歳
以
上
の
自
己
負
担（
窓
口

負
担
）が
基
本
的
に
増
加
す
る
こ
と
は
な
い
。ま
た
、

過
去
の
趨す

う
せ
い勢

的
に
医
療
費
の
約
半
分
は
医
療
従

事
者
の
人
件
費
だ
が
、こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
下
で

は
医
療
費（
対
G
D
P
）は
一
定
水
準
に
落
ち
着
き
、

人
件
費
も
成
長
率
に
連
動
し
て
伸
び
る
。

　

で
は
、調
整
率
は
ど
の
程
度
か
。財
務
省
の「
我

が
国
の
財
政
に
関
す
る
長
期
推
計（
改
訂
版
）」に

よ
る
と
、40
年
間
で
対
G
D
P
比
の
医
療
費
等
は

約
5
％
ポ
イ
ン
ト
の
上
昇
で
、1
年
間
の
上
昇
は

平
均
で
0
・
1
2
5
％
で
あ
る
た
め
、そ
の
増
加
を

抑
制
す
る
調
整
率
は
年
間
0
・
1
2
5
％
に
過
ぎ

な
い
。診
療
報
酬
を
年
間
平
均
で
0
・
1
2
5
％
だ

け
下
方
に
調
整
す
る
だ
け
で
、医
療
財
政
を
安
定

化
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
は「
驚
き
」で
は
な
い

か
。

　

し
か
も
、こ
の
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、医

療
費
の「
伸
び
」を
抑
制
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、

医
療
費
の「
総
額
」を
カ
ッ
ト
す
る
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、20
年
度
に
お
け
る
診
療
報
酬
本
体
の
改

定
率
は
0
・
55
％
増
で
あ
っ
た
が
、医
療
版
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
を
導
入
す
る
と
、改
定
率
は（
0
・

55

−

β
）％
増
と
な
る
。例
え
ば
、β
＝
0
・
15
％
で

あ
れ
ば
、診
療
報
酬
本
体
の
改
定
率
は
0
・
4
％
と

な
る
。

　

も
っ
と
も
、中
長
期
的
に
み
て
、医
療
機
関
等
へ

後期高齢者医療制度と医療財政が抱える２つの課題
解決の鍵は「医療版マクロ経済スライド」と

「予算フレーム」の導入
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の
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
に
も
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、そ
の
影
響
分

に
つ
い
て
は
、公
的
医
療
保
険
の
一
部
を
民
間
医

療
保
険
で
も
代
替
で
き
る
よ
う
に
し
て
、民
間
医

療
保
険
の
方
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
環
境
整
備

も
重
要
と
な
る
。

　

ま
た
、基
本
的
に「
1
点
＝
10
円
」と
す
る
診
療

報
酬
も
再
考
が
必
要
で
あ
る
。診
療
報
酬
に
つ
い

て
は
、高
確
法（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
）第
14
条
に
診
療
報
酬
の
特
例
に
関
す
る

規
定
が
あ
る
。具
体
的
に
は
、「
厚
生
労
働
大
臣
は
、

医
療
費
適
正
化
計
画
に
関
す
る
評
価
の
結
果
、医

療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、1
つ
の
都
道
府
県
内
の
診
療

報
酬
に
つ
い
て
、他
の
都
道
府
県
と
異
な
る
定
め

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」旨
の
規
定
で
あ
る
。

　

こ
の
高
確
法
第
14
条
の
規
定
は
こ
れ
ま
で
に

一
度
も
活
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、骨
太
方
針

2
0
1
5
に
は
、「
こ
の
特
例
規
定
の
活
用
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
」と
明
記
さ
れ
た
。介
護

報
酬
で
は
既
に
地
域
区
分
ご
と
に
異
な
る
単
位（
点

数
）が
設
定
さ
れ
て
お
り
、こ
の
特
例
を
活
用
す
れ

ば
、医
療
で
も
診
療
報
酬
を
地
域
別
に
1
点
＝
9

円
に
す
る
よ
う
な
措
置
も
可
能
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、医
師
の
偏
在
対
策
や
物
価
水
準
な
ど

の
地
域
格
差
も
加
味
し
、地
域
別
の
診
療
報
酬
の

あ
り
方
も
検
討
す
る
べ
き
で
、こ
の
特
例
で
診
療

報
酬
の
自
動
調
整
を
行
う
仕
組
み
も
考
え
ら
れ
る
。

　

基
本
的
に
、診
療
報
酬
が
上
が
れ
ば
自
己
負
担

も
増
加
す
る
、診
療
報
酬
が
下
が
れ
ば
自
己
負
担

も
減
少
す
る
と
い
う
関
係
を
持
ち
、柔
軟
な
発
想

で
地
域
別
の
診
療
報
酬
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も

検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

な
お
、高
齢
世
代
に
も
現
役
世
代
に
も
、生
活
に

余
裕
が
あ
る
家
計
と
余
裕
が
な
い
家
計
が
あ
り
、

「
負
担
で
き
る
者
が
負
担
す
る
」と
い
う
原
則
こ
そ

が
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、現
在
の「
年
齢
区
分
別
の

窓
口
負
担
」を
改
め
、「
応
能
負
担
別
の
窓
口
負
担
」

に
変
更
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。例
え
ば
、年

齢
に
よ
ら
ず
、一
律
に「
窓
口
負
担
」を
3
割
と
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
な
ど
を
利
用
し
つ
つ
、所
得

や
資
産
に
応
じ
て
、生
活
に
余
裕
が
な
い
家
計
の

負
担
を
1
割
や
2
割
と
す
る
方
策
な
ど
も
考
え

ら
れ
る
。コ

ロ
ナ
危
機
へ
の
対
応
と

予
算
フ
レ
ー
ム
の
活
用

　

以
上
は
平
時
の
対
応
だ
が
、危
機
時
の
対
応
も

喫
緊
の
課
題
だ
。そ
の
う
ち
最
も
重
要
な
の
は
、冒

頭
で
掲
げ
た
、も
う
1
つ
の
課
題
で
あ
る「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
と
い
う
危
機
」へ
の

対
応
で
あ
る
。

　

日
本
医
労
連
の
調
査
で
は
、3
5
4
病
院
の
う

ち
約
35
％
に
お
い
て
、看
護
師
ら
の
夏
の
賞
与
を

図表1  医療版マクロ経済スライドのイメージ

（診療報酬の特例） 

第14条  厚生労働大臣は、第十二条第三項の評価の
結果、第八条第四項第二号及び各都道府県における
第九条第三項第二号に掲げる目標を達成し、医療費
適正化を推進するために必要があると認めるときは、
一の都道府県の区域内における診療報酬について、
地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県
間において公平に提供する観点から見て合理的であ
ると認められる範囲内において、他の都道府県の区
域内における診療報酬と異なる定めをすることがで
きる。

2 厚生労働大臣は、前項の定めをするに当たつては、
あらかじめ、関係都道府県知事に協議するものとする。

自動調整メカニズム
による調整（例：α=0.125％）
Z点→Z×（1－α）点

実際の改定率等による
医療費の増加率
（後期高齢者医療制度部分）

医療費の自然増加率
（後期高齢者医療制度部分）　

名目GDP成長率
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昨
夏
よ
り
引
き
下
げ
る
と
の
回
答
を
組
合
側
に
示

し
て
い
る
と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
が
、そ
の
象
徴

と
し
て
、7
月
中
旬
に
衝
撃
的
な
報
道
と
な
っ
た

の
が
、東
京
女
子
医
大
の
夏
の
賞
与
ゼ
ロ
、数
百
人

の
看
護
師
が
退
職
を
希
望
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
だ
。

　

そ
の
後
、福
祉
医
療
機
構（
独
立
行
政
法
人
）か

ら
の
資
金
調
達
で
賞
与
の
原
資
が
確
保
で
き
る

見
込
み
と
の
報
道
も
あ
っ
た
が
、日
本
病
院
会
・
全

日
本
病
院
協
会
・
日
本
医
療
法
人
協
会
の「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
る
病
院
経
営
状

況
緊
急
調
査（
最
終
報
告
）」（
20
年
5
月
27
日
）に

よ
る
と
、い
ま
病
院
の
中
に
は
、コ
ロ
ナ
危
機
で
大

幅
な
赤
字
に
陥
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。

　

実
際
、日
本
病
院
会
な
ど
の
調
査
の
有
効
回
答

は
1
2
0
3
病
院
で
あ
る
が
、4
月
の
利
益
率
は

全
平
均
で
マ
イ
ナ
ス
8
・
6
％
の
赤
字
だ
。こ
の
う

ち
、コ
ロ
ナ
患
者
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
8
6
4

病
院
の
利
益
率
は
マ
イ
ナ
ス
5
・
5
％
だ
が
、コ
ロ

ナ
患
者
を
受
け
入
れ
た
3
3
9
病
院
の
利
益
率

は
マ
イ
ナ
ス
10
・
8
％
に
拡
大
す
る
。新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
対
応
の
た
め
、最
前
線
で

戦
っ
た
病
院
ほ
ど
赤
字
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
厚
生
労
働
省
が
与
党
の
一
部
に
示
し
た

今
年
2
〜
4
月
の
診
療
報
酬
の
全
国
状
況
に
よ

る
と
、医
療
機
関
全
体
で
は
3
月
に
前
年
同
月
比

3
・
0
％
減
と
な
っ
た
後
、4
月
に
同
13
・
0
％
減

と
落
ち
こ
み
幅
が
広
が
っ
た
。4
月
の
診
療
科
別

で
は
耳
鼻
咽
喉
科
が
同
44
・
1
％
減
、小
児
科
が

同
39
・
2
％
減
、眼
科
が
同
25
・
2
％
減
だ
っ
た
。一

方
で
内
科
は
同
16
・
4
％
減
、産
婦
人
科
が
同
10
・

6
％
減
と
、比
較
的
落
ち
込
み
は
小
さ
か
っ
た
」（
朝

日
新
聞
、20
年
7
月
16
日
）と
い
う
報
道
も
あ
る
が
、

7
月
下
旬
、コ
ロ
ナ
の
影
響
で
岡
山
県
の「
岸
本
整

形
外
科
医
院
」が
地
裁
に
自
己
破
産
を
申
請
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、「
コ
ロ
ナ
危
機
で

不
要
不
急
の
過
剰
な
診
療
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、

こ
れ
で
医
療
財
政
の
適
正
化
が
進
む
」と
い
う
意

見
も
あ
る
が
、筆
者
は
こ
の
意
見
は
間
違
っ
て
い

る
と
思
う
。な
ぜ
な
ら
ば
、本
当
は
必
要
な
医
療
を

受
け
た
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
伴
い
、病
院
で
の
感
染
を

恐
れ
、受
診
を
回
避
し
た
患
者
が
相
当
数
い
た
場

合
は
、誤
っ
た
解
釈
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。

　

ま
た
、5
月
の
病
院
の
赤
字
は
さ
ら
に
悪
化
す

る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
が
、6
月
下
旬
か

ら
再
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
東
京

都
を
中
心
に
拡
大
し
て
お
り
、現
状
の
ま
ま
で
は
、

医
療
機
関
の
財
務
が
耐
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
ず
、

今
後
の
状
況
次
第
で
は
深
刻
な
状
態
に
陥
る
病

院
が
出
て
く
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

で
は
、こ
の
問
題
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
よ
い
の

か
。1
つ
の
発
想
と
し
て
、医
療
費
の「
予
算
フ
レ
ー

ム
」で
余
っ
た
財
源
の
一
部
を
、医
療
機
関
の
赤

字
の
補
填
に
活
用
す
る
方
法
が
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
点
で
重
要
と
な
る
の
は
、「
医
療
版
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
」が
持
つ
本
当
の
役
割
で
あ
る
。

既
述
の
と
お
り
、医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

は
、現
役
世
代
の
人
口
減
や
平
均
余
命
の
伸
び
等

を
勘
案
し
た
調
整
率
を
定
め
て
、そ
の
分
だ
け
、全

体
の
総
額
の
伸
び
を
抑
制
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
診
療

報
酬
に
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
導
入

す
る
と
い
う
こ
と
は
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

医
療
費
全
体
に
予
算
フ
レ
ー
ム
を
新
た
に
設
け

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
と

は
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
が
予
算
フ

レ
ー
ム
を
上
回
る
分
を
診
療
報
酬
の
自
動
調
整

に
よ
り
予
算
フ
レ
ー
ム
の
枠
内
に
お
さ
め
る
方

式
で
あ
り
、コ
ロ
ナ
危
機
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、診

療
報
酬
の
自
動
調
整
を
発
動
せ
ず
と
も
、後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
が
予
算
フ
レ
ー
ム
の

枠
内
を
下
回
る
際
に
は
、そ
の
余
っ
た
財
源
を
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
追
加
予
算
と
し
て
利
用

し
て
も
構
わ
な
い
可
能
性
が
出
て
く
る
。

　

例
え
ば
、政
府
が
行
う
公
共
事
業
で
は
一
定
の

予
算
が
組
ま
れ
て
い
る
が
、そ
の
予
算
の
枠
内
で

財
源
に
余
り
が
出
れ
ば
、追
加
の
公
共
事
業
で
予

算
を
消
化
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　

公
的
医
療
保
険
は
原
則
出
来
高
払
い
制
で
あ
り
、

現
行
制
度
で
は
、医
療
財
政
に
お
い
て
予
算
フ
レ
ー

ム
は
存
在
し
な
い
が
、も
し
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
医
療
費
全
体
に
予
算
フ
レ
ー
ム
が
存
在
し
て

後期高齢者医療制度と医療財政が抱える２つの課題
解決の鍵は「医療版マクロ経済スライド」と

「予算フレーム」の導入
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い
れ
ば
話
が
変
わ
っ
て
く
る
。例
え
ば
、17
年
度
に

お
け
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
予
算
は
約
15
・

4
兆
円
で
あ
る
が
、こ
の
う
ち
公
費
と
支
援
金
の

合
計
で
約
13
・
7
兆
円
も
あ
る
。

　

い
ま
、20
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
予

算
が
17
年
度
と
あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、コ
ロ
ナ
危
機

な
ど
の
影
響
で
医
療
機
関
へ
の
受
診
が
全
体
で

年
間
15
％
減（
75
歳
以
上
の
受
診
も
同
様
に
年
間

15
％
減
）と
な
っ
た
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
る
。こ
の

場
合
、大
雑
把
な
試
算
で
は
、後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
医
療
費
全
体
で
約
2
・
3
兆
円（
＝
15
・
4
兆

円
×
15
％
）の
財
源
が
余
る
こ
と
に
な
る
。公
費

と
支
援
金
の
合
計（
約
13
・
7
兆
円
）に
限
っ
て
も
、

約
2
兆
円（
＝
13
・
7
兆
円
×
15
％
）の
財
源
が
余

る
こ
と
に
な
り
、こ
の
財
源
は
コ
ロ
ナ
危
機
に
伴

う
病
院
の
赤
字
補
填
の
一
部
に
活
用
で
き
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、注
意
が
必
要
な
の
は
、こ
の
よ
う
な

対
応
が
可
能
な
の
は「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
」が
導
入
さ
れ
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

医
療
費
全
体
に
予
算
フ
レ
ー
ム
が
存
在
す
る
ケ
ー

ス
に
限
ら
れ
る
。現
行
制
度
上
、医
療
機
関
に
対
す

る
報
酬
は
出
来
高
払
い
制
で
あ
り
、コ
ロ
ナ
危
機

で
医
療
機
関
へ
の
受
診
が
大
幅
に
落
ち
込
め
ば
、

そ
の
分
だ
け
、医
療
機
関
の
収
支
は
悪
化
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
る
が
、も
し
予
算
フ
レ
ー
ム
の

設
定
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
」の
導
入
が
セ
ッ
ト
と
い
う
こ
と
に
な

る
は
ず
だ
。

　

な
お
、コ
ロ
ナ
危
機
な
ど
の
影
響
で
国
内
総
生

産（
G
D
P
）が
急
速
に
落
ち
込
ん
だ
と
き
に
、「
医

療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」や「
予
算
フ
レ
ー

ム
」の
扱
い
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関

す
る
疑
問
も
あ
ろ
う
。結
論
か
ら
述
べ
る
限
り
、

G
D
P
に
対
す
る
シ
ョ
ッ
ク
が
一
時
的
な
ケ
ー

ス
で
は
、「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」や「
予

算
フ
レ
ー
ム
」は
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
す
る
前
と
変

わ
ら
な
い
。理
由
は
単
純
で
、公
的
年
金
の「
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」も
シ
ョ
ッ
ク
が
発
生
す
る
前

と
変
わ
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。公
的
年
金
は
5
年

に
一
度
、年
金
財
政
の
健
康
診
断
と
言
え
る「
財

政
検
証
」を
行
っ
て
お
り
、今
後
1
0
0
年
間
の

年
金
給
付
と
財
源
が
長
期
で
一
致
す
る
よ
う
、「
マ

ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」で
微
調
整
す
る
。そ
の
結
果
、

中
長
期
的
に
対
G
D
P
比
の
年
金
給
付
は
安
定

的
に
推
移
す
る
。ま
た
、G
D
P
が
一
時
的
に
落

ち
込
ん
だ
と
き
、年
金
給
付
を
カ
ッ
ト
し
た
と
い

う
報
道
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。年

金
で
は
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
。

　

詳
し
い
説
明
は
省
く
が
、後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
財
源
の
う
ち
9
割
は
現
役
世
代
の
保
険
料

か
ら
の
支
援
金
と
公
費
で
賄
わ
れ
て
お
り
、賦
課

方
式
で
あ
る
年
金
と
似
た
財
政
構
造
を
有
す
る

た
め
、医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
お
い
て

も
理
論
的
に
同
様
の
仕
組
み
を
構
築
で
き
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、い
ま
医
療
財
政
は
、公
的
医
療

保
険
の
持
続
可
能
性
の
他
、喫
緊
の
課
題
と
し
て
、

コ
ロ
ナ
危
機
へ
の
対
応
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。コ

ロ
ナ
危
機
へ
の
規
制
改
革
と
し
て
は
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
の
恒
久
化
に
注
目
が
集
ま
る
が
、そ
れ
で
医

療
財
政
の
持
続
可
能
性
や
コ
ロ
ナ
危
機
で
悪
化
す

る
医
療
機
関
の
収
益
を
改
善
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。し
か
し
な
が
ら
、「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ

イ
ド
」や「
予
算
フ
レ
ー
ム
」の
導
入
は
、こ
の
問
題

を
同
時
に
解
決
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

　

こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、全
世
代
型
社
会

保
障
改
革
で
あ
ろ
う
。当
初
、後
期
高
齢
者
の
自
己

負
担
割
合
や
大
病
院
の
定
額
負
担
の
拡
大
な
ど
を

含
め
、全
世
代
型
社
会
保
障
改
革
の
最
終
報
告
を

20
年
夏
に
取
り
ま
と
め
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、コ

ロ
ナ
危
機
の
発
生
に
伴
い
、最
終
報
告
は
20
年
末

に
延
期
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。最
終
報
告
が
延
期

と
な
り
、改
革
に
対
す
る
期
待
は
急
速
に
低
下
し

つ
つ
あ
る
が
、危
機
こ
そ
改
革
を
進
め
る
最
大
の

チ
ャ
ン
ス
だ
。コ
ロ
ナ
危
機
に
直
面
し
た
今
こ
そ
、

「
医
療
版
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」や「
予
算
フ
レ
ー

ム
」の
導
入
に
つ
い
て
も
議
論
を
深
め
て
み
て
は

ど
う
か
。
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）

法
政
大
学
経
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授
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都
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学
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学
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研
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